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『
論
語
正
義
」
訳
注

「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
三
）
i

平
木
康
平

8g　r論語正義』訳注

　
『
論
語
正
義
』
は
、
清
末
の
劉
費
楠
が
清
朝
考
証
学
の
成
果
を
織
り
込
ん
で

著
わ
し
た
、
　
『
論
語
』
の
新
し
い
注
釈
で
あ
る
。
三
国
・
魏
の
何
曇
は
、
漢
代

以
来
の
『
論
語
』
の
注
釈
を
取
捨
選
択
し
、
　
『
論
語
集
解
』
に
ま
と
め
上
げ
た
。

改
代
ま
で
は
、
こ
の
書
が
『
論
語
』
を
読
む
と
き
、
も
っ
と
も
権
威
あ
る
注
釈

と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。

　
南
宋
の
朱
子
は
、
そ
れ
ま
で
の
『
論
語
』
の
注
釈
書
が
訓
詰
の
末
に
泥
み
、

内
容
を
疎
か
に
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
北
宋
以
来
の
新
し
い
儒
学
、
い

わ
ゆ
る
宋
学
の
流
れ
の
中
で
、
　
『
論
語
』
を
新
し
い
見
地
か
ら
哲
学
的
に
解
釈

仕
直
そ
う
と
し
て
、
先
儒
や
同
輩
た
ち
の
注
釈
の
う
ち
、
採
る
べ
き
も
の
を
集

め
て
、
　
『
論
語
集
注
』
を
編
ん
だ
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
新
注
」
で
、
そ
れ

以
前
の
『
論
語
集
解
』
な
ど
は
「
古
注
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
『
論
語

集
注
』
は
そ
の
後
、
元
・
明
・
清
適
を
通
じ
て
も
っ
と
も
広
く
普
及
し
、
儒
学

入
門
の
基
本
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
な
は
だ
尊
重
さ
れ
た
。
し
か
し
、
　
『
論
語
』

を
み
ず
か
ら
の
思
想
に
引
き
よ
せ
て
体
系
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、

時
と
し
て
本
来
の
趣
旨
を
曲
げ
る
無
理
な
解
釈
が
施
さ
れ
た
。

　
「
新
注
」
の
そ
う
し
た
流
れ
を
批
判
し
、
そ
の
欠
点
を
正
そ
う
と
し
た
の
が
、

劉
寳
楠
の
『
論
語
正
義
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何
曼
の
『
論
語
集
解
』
が
再
評

価
さ
れ
、
明
記
以
来
の
「
実
事
求
是
」
を
ス
ロ
：
ガ
ン
と
す
る
考
証
学
の
蓄
積

を
活
か
し
、
　
「
新
注
」
に
捉
わ
れ
な
い
新
し
い
解
釈
が
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
　
「
古
注
」
に
も
捉
わ
れ
な
い
独
自
の
解
釈
も
、
時
に
は
提
出
さ
れ
た
。

『
論
語
正
義
』
は
、
舌
代
を
代
表
す
る
『
論
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。

　
本
訳
注
は
、
本
田
濟
・
神
楽
岡
昌
俊
・
衣
笠
勝
美
・
山
口
澄
子
の
各
氏
と
平

木
康
平
と
で
会
読
し
た
成
果
で
あ
る
。
山
口
氏
の
草
稿
に
、
平
木
が
補
正
を
加

え
た
も
の
で
、
文
責
は
平
木
に
あ
る
。



90

　
す
で
に
「
先
進
篇
第
十
＝
　
（
［
）
は
「
大
阪
青
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
第

二
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
三
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
二
）
は
、
　
「
大

阪
青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
二
月
）
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
そ
の
後
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。

い
て
、
第
六
章
が
脱
落
し
た
た
め
、
本
稿
の
は
じ
め
に
第
六
章
を
お
く
。

第
六
章

［
論
語
本
文
］
南
容
三
復
白
圭
。

一一一一 }｝一　　　　一　　一一

例原
文
は
南
蕎
書
院
本
（
『
皇
清
経
解
』
所
収
）
を
底
本
と
し
た
。

『
論
語
』
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。

訳
文
・
注
で
は
常
用
漢
字
体
を
使
用
し
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も

の
は
出
来
る
だ
け
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
の
書
名
や
篇
名
が
通
行

本
と
異
な
る
場
合
や
、
不
足
す
る
場
合
は
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

引
用
文
中
の
文
字
の
異
同
は
、
明
ら
か
な
誤
字
や
解
釈
に
支
障
を
来
た
す

も
の
を
除
い
て
割
愛
し
た
。

原
文
は
適
宜
区
切
り
段
落
分
け
を
行
っ
た
。

注
は
本
文
中
に
＊
印
を
付
し
、
各
章
の
後
に
記
し
た
。

簡
単
な
注
は
訳
文
中
に
（
）
を
用
い
て
記
し
た
。

＊
前
稿
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
二
）
　
（
大
阪
青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
）
に
お

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］
南
容
　
三
た
び
白
圭
を
復
す
。

［
注
］

孔
（
安
國
）
懐
く
、
　
『
詩
』
　
（
「
大
雅
・
抑
」
）
に
云
ふ
、
　
「
白
圭
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

貼
け
た
る
、
尚
ほ
磨
く
べ
き
な
り
。
斯
の
言
の
書
け
た
る
、
爲
む
べ
か

ら
ざ
る
な
り
」
と
。
南
容
　
詩
を
富
み
て
此
に
至
り
、
三
た
び
之
を
反

覆
す
。
是
れ
其
の
心
は
言
を
忌
む
な
り
。

［
論
語
本
文
］
孔
子
以
其
兄
之
子
妻
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
あ
は

［
何
曼
・
劉
寳
楠
解
］
孔
子
　
其
の
兄
の
子
を
以
て
之
に
妻
す
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
古
人
　
藪
の
多
き
を
言
ふ
に
、
三
よ
り
始
む
。
故
に
此

に
三
復
と
稔
す
る
な
り
。
　
（
『
史
記
』
）
　
「
仲
尼
弟
子
列
傳
」
に
、
　
「
三
復
白

圭
之
砧
」
と
。
　
「
之
珀
」
の
二
字
多
し
。
當
に
古
論
に
出
づ
べ
し
。

　
『
大
業
禮
』
　
「
衛
將
軍
文
子
篇
」
に
、
　
「
猫
り
居
り
て
は
仁
を
思
ひ
、
公
言
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し
て
は
義
を
言
ふ
。
其
の
『
詩
』
を
聞
く
や
、
一
日
　
三
た
び
白
圭
の
砧
を
復

す
。
是
れ
南
宮
繕
の
行
ひ
な
り
。
夫
子
　
其
の
仁
を
信
じ
、
以
て
異
姓
と
爲
す
」

と
。
盧
辮
注
に
、
　
「
兄
の
子
を
以
て
之
に
還
す
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
　
一
日
に

三
た
び
復
す
と
言
ふ
は
、
猶
ほ
子
路
の
終
身
　
之
を
諦
す
る
が
ご
と
き
な
り

（
子
宝
篇
）
。

　
張
拭
『
論
語
解
』
に
、
　
コ
言
を
謹
む
こ
と
柔
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
行
ひ
を

謹
む
こ
と
知
る
べ
し
」
と
。

注
「
詩
云
」
よ
り
「
言
也
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
「
詩
に
云
ふ
」
と
構
す
る
は
、
大
雅
「
抑
」
篇
の
文
な

り
。
毛
傳
に
云
ふ
、
　
「
砧
は
敏
な
り
」
と
。
　
『
説
文
』
　
（
刃
部
）
に
、
　
「
刮
は

敏
な
り
。
刀
に
從
ひ
て
占
聲
。
詩
に
日
く
、
白
圭
の
剖
」
と
。
義
は
毛
と
同
じ
。

今
『
詩
』
は
砧
を
段
り
て
胡
と
爲
す
。
砧
は
玉
に
蝦
有
る
と
訓
じ
、
鹸
と
訓
ぜ

ざ
る
な
り
。

　
「
爲
む
べ
か
ら
ざ
る
」
と
は
、
爲
は
治
な
り
。
南
明
　
一
日
に
三
た
び
此
の

四
語
を
復
す
。
而
る
に
注
に
云
ふ
、
詩
を
讃
み
て
此
に
至
る
に
、
三
た
び
之
を

反
覆
す
」
と
は
、
是
れ
初
め
て
誼
み
し
時
に
捺
り
て
言
ふ
な
り
。
其
の
後
　
遂

に
日
に
坐
し
て
以
て
戒
め
と
遇
す
な
り
。

　
第
十
五
章

［
論
語
本
文
］
子
日
、

［
何
嬰
・
劉
蜜
楠
解
］

由
之
念
、
芝
葺
於
丘
之
門
。

子
曰
く
、

と
。

由
の
念
、
異
爲
れ
ぞ
丘
の
門
に
於
い
て
せ
ん

［
注
］
馬
（
融
）
日
く
、
子
路
　
悪
を
鼓
し
て
、
雅
．
頒
に
合
は
ず
。

［
論
語
本
文
］
門
人
不
敬
子
路
。
子
日
、
由
也
升
堂
　
。
未
入
於
室
也
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］

門
人
　
電
路
を
敬
せ
ず
。
子
日
く
、

未
だ
室
に
入
ら
ざ
る
な
り
と
。

由
や
堂
に
升
れ
り
。

［
注
］
馬
日
く
、
我
が
堂
に
升
れ
り
。
未
だ
室
に
入
ら
ざ
る
の
み
。
門
人
　
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　
　
せ
ず
、
孔
子
の
言
を
　
千
路
を
賎
し
む
と
爲
す
と
謂
へ
り
。
故
に
復
た

　
　
之
を
解
す
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
白
虎
通
』
　
「
禮
樂
篇
」
に
、
　
「
蘇
は
箇
な
り
、
閑
な

り
。
分
心
を
懲
ら
し
欲
を
塞
ぐ
所
以
に
し
て
人
を
正
す
の
徳
あ
り
」
と
。
三
一
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『
書
見
』
に
注
し
て
云
ふ
、
　
「
長
さ
八
尺
一
寸
、
廣
さ
一
尺
八
寸
、
二
十
七
弦
」

と
。
軽
重
音
酒
『
（
爾
雅
）
正
義
』
引
く
『
禮
圓
』
は
雅
量
の
廣
さ
・
長
さ
は

郭
外
と
同
じ
。
惟
だ
二
十
三
弦
の
み
郭
と
異
な
る
。
頒
念
の
長
さ
七
尺
二
寸
、

廣
さ
一
尺
八
寸
、
二
十
五
弦
。
限
る
に
『
風
俗
通
』
　
（
「
聲
音
・
狂
必
」
）
又
た

言
ふ
、
　
「
今
の
悪
は
長
さ
五
尺
五
寸
」
と
。
皆
な
早
れ
古
制
に
依
彷
し
、
査
一

な
る
能
は
ず
。

　
皇
（
侃
）
本
「
由
之
鼓
狂
必
」
に
作
る
は
、
注
に
因
り
て
誤
超
す
る
が
似
し
。

　
堂
に
升
り
室
に
入
る
と
は
、
道
を
學
ぶ
に
深
淺
有
る
に
喩
ふ
。
　
（
『
儀
禮
』
）

「
聰
禮
」
疏
（
＊
）
に
云
ふ
、
　
「
後
楯
以
南
を
堂
と
日
ふ
。
堂
に
は
凡
そ
四
架

有
り
。
前
楯
と
棟
と
の
間
は
、
南
北
　
堂
の
中
な
り
」
と
。
則
ち
後
媚
の
北
は

室
と
房
と
怠
り
。
凡
そ
室
に
入
る
に
は
必
ず
堂
に
由
る
。
室
に
入
る
に
至
れ
ば
、

則
ち
已
に
観
止
す
。
故
に
夫
子
善
人
の
道
を
言
ふ
に
、
亦
た
室
に
入
る
を
以
て

喩
へ
と
爲
す
な
り
。

　
『
説
苑
』
　
「
修
文
篇
」
に
、
　
「
子
路
　
念
を
鼓
す
る
に
耳
管
の
声
有
り
。
孔

子
　
之
を
聞
き
て
日
く
、
　
『
信
な
る
か
な
、
由
の
不
才
な
る
こ
と
』
と
。
再
有

侍
す
。
孔
子
曳
く
、
　
『
求
や
、
爾
　
婁
ぞ
由
に
謂
は
ざ
る
。
去
れ
先
王
の
音
を

制
す
る
や
、
奏
し
て
聲
に
中
れ
ば
節
に
中
る
と
爲
す
。
流
れ
て
南
に
入
り
、
北

に
婦
ら
ず
。
南
は
生
育
の
郷
に
し
て
、
北
は
殺
伐
の
域
な
り
。
故
に
君
子
　
中

を
執
り
て
以
て
本
と
爲
す
。
生
に
務
め
て
以
て
基
と
爲
す
。
故
に
其
の
音
　
温

和
に
し
て
中
に
居
り
、
以
て
生
育
の
氣
に
象
り
、
憂
哀
悲
痛
の
感
、
心
に
加
は

ら
ず
。
暴
属
淫
荒
の
動
、
膿
に
在
ら
ず
。
夫
れ
然
る
者
は
乃
ち
治
存
の
風
、
安

直
の
爲
な
り
。
彼
の
小
人
は
則
ち
然
ら
ず
。
末
を
執
り
て
以
て
本
を
論
じ
、
剛

に
務
め
て
以
て
基
と
爲
す
。
故
に
其
の
音
　
漱
属
に
し
て
微
末
、
以
て
殺
伐
の

氣
に
象
り
、
二
丁
中
正
の
感
、
心
に
加
は
ら
ず
。
二
三
荘
恭
の
動
、
髄
に
存
ら

ず
。
煙
れ
殺
な
る
者
は
、
乃
ち
齪
亡
の
風
、
奔
北
の
爲
な
り
。
昔
舜
　
南
風
の

聲
を
造
る
。
其
の
興
る
や
勃
焉
と
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
王
公
述
べ
て
繹
て
ず
。

紺
　
北
鄙
の
聲
を
図
る
。
其
の
腹
ぶ
や
忽
焉
と
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
王
公
以

て
笑
と
爲
す
。
彼
の
舜
は
匹
夫
を
以
て
正
を
積
み
仁
に
合
し
、
中
を
履
み
善
を

行
ひ
て
卒
に
以
て
興
る
。
紺
は
天
子
を
以
て
慢
を
好
み
て
淫
荒
、
剛
属
暴
賊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ぐ
ひ

し
て
卒
に
以
て
滅
ぶ
。
今
　
由
や
、
匹
夫
の
徒
、
布
衣
の
醜
な
り
。
既
に
し
て

先
王
の
乱
に
意
無
文
凍
る
に
又
た
亡
國
の
聲
有
り
。
山
豆
に
能
く
七
尺
の
身
を

保
た
ん
や
』
と
。
再
有
以
て
子
飼
に
告
ぐ
。
子
路
日
く
、
　
『
由
の
罪
な
り
。
小

　
　
　
　
し
か

人
に
し
て
耳
る
能
は
ず
。
陥
り
て
斯
に
入
る
。
宜
な
る
か
な
、
夫
子
の
言
や
』

と
。
遂
に
自
ら
悔
い
て
、
食
ら
は
ざ
る
こ
と
七
日
に
し
て
骨
冠
す
。
孔
子
曰
く
、

『
由
の
過
ち
を
改
む
る
な
り
』
」
と
。

　
此
れ
子
路
　
班
必
を
鼓
し
て
夫
子
　
之
を
認
む
る
の
事
を
相
傳
ふ
。

注
「
子
路
鼓
愈
愈
合
雅
頒
」
。

「
正
義
」
に
曰
く
、
　
「
雅
・
頒
」
と
は
音
を
以
て
言
ふ
。
　
『
史
記
』
　
「
孔
子
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世
家
」
に
「
詩
三
百
五
篇
、
孔
子
　
愚
な
之
を
弦
歌
し
、
以
て
詔
・
武
・
雅
・

頒
の
音
に
合
せ
ん
こ
と
を
求
む
」
と
。
ま
た
『
樂
書
』
　
（
未
見
）
に
云
ふ
、

「
樂
の
雅
・
頒
は
、
猶
ほ
詩
の
威
儀
の
ご
と
し
。
威
儀
は
以
て
身
を
養
ひ
、
雅

・
頒
は
以
て
心
を
養
ふ
。
聲
・
慮
　
相
保
ち
、
細
・
大
　
喩
え
ず
、
人
を
し
て

之
を
聴
き
、
志
意
を
し
て
廣
き
を
得
、
心
氣
を
し
て
和
平
な
ら
し
む
る
者
は
、

皆
な
雅
・
頒
な
り
」
と
。

＊
『
儀
禮
』
　
「
聰
禮
」
疏
に
は
、
引
用
文
と
全
く
同
一
の
文
は
見
え
な
い
が
、

経
「
公
側
襲
受
玉
干
中
堂
。
與
東
橿
之
間
」
の
疏
に
は
、
表
現
は
異
な
る
が

同
じ
趣
旨
の
文
は
見
え
る
。

　
第
十
六
章

［
論
語
本
文
］
子
貢
問
、
師
與
商
也
敦
賢
。
子
日
、
師
也
過
。
商
也
不
及
。

［
何
曇
・
質
受
楠
解
］

子
貢
問
ふ
、
師
と
商
と
執
れ
か
賢
れ
る
と
。

師
や
過
ぎ
た
り
。
商
や
及
ば
ず
と
。

［
注
］
孔
日
く
、
倶
に
中
を
得
ざ
る
を
言
ふ
。

［
論
語
本
文
］
日
、
然
則
師
愈
與
。
子
日
、
過
言
不
及
。

子
日
く
、

［
何
嬰
・
蔵
回
楠
解
］

日
く
、
然
ら
ば
則
ち
師
　
潜
れ
る
か
と
。

ぎ
た
る
は
猶
ほ
瓦
ば
ざ
る
が
ご
と
し
と
。

［
注
］
愈
は
猶
ほ
勝
の
ご
と
き
な
り
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
皇
本
「
問
」
下
に
「
日
」

字
有
り
。
　
「
過
猶
不
及
」
下
に
「
也
」
字
有
り
。

注
「
理
事
不
世
論
」
。

子
日
く
、
過

字
有
り
。
　
「
賢
」
・
下
に
「
乎
」

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
（
『
禮
記
』
）
　
「
仲
尼
燕
居
」
に
云
ふ
、
　
「
子
日
く
、

『
師
や
爾
　
過
ぎ
た
り
。
而
る
に
商
や
及
ば
ず
』
と
。
子
貢
　
席
を
越
え
て
封

へ
て
曰
く
、
　
『
敢
て
問
ふ
、
將
た
何
を
以
て
か
此
の
中
を
目
す
聖
な
る
』
と
。

子
日
く
、
　
『
禮
な
る
か
な
嘘
。
夫
れ
禮
は
中
を
制
す
る
所
以
な
り
』
と
」
と
。

鄭
玄
注
に
、
　
「
過
と
不
及
と
は
鈍
甲
　
同
じ
か
ら
ざ
る
も
、
倶
に
禮
に
違
ふ
を

云
ふ
な
り
。

　
案
ず
る
に
、
鈍
敏
と
は
氣
質
を
以
て
言
ふ
。
子
張
と
子
夏
と
喪
を
除
き
て
孔

子
に
見
ゆ
る
を
観
る
に
、
子
張
は
琴
を
弾
じ
て
聲
を
成
し
て
日
く
、
　
（
「
先
王

の
禮
を
制
す
る
や
」
）
敢
て
及
ば
ず
ん
ば
あ
ら
ず
と
。
子
夏
は
琴
を
弾
じ
て
聲

を
成
さ
ず
し
て
日
く
、
　
（
「
先
王
の
禮
を
制
す
る
や
」
）
敢
て
過
ぎ
ざ
る
な
り
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と
（
『
禮
記
』
　
「
檀
弓
」
上
。
括
弧
内
の
「
先
王
の
…
…
」
は
「
檀
弓
」
に
よ

り
て
補
う
）
。
見
る
べ
し
。

　
『
中
庸
』
に
云
ふ
、
　
「
道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
や
、
我
　
之
を
知
れ
り
。
知

者
は
之
に
過
ぎ
、
愚
者
は
及
ば
ざ
る
な
り
。
道
の
行
は
れ
ざ
る
や
、
我
　
之
を

知
れ
り
。
賢
者
は
之
に
過
ぎ
、
不
肖
者
は
及
ば
ざ
る
な
り
」
と
（
＊
）
。
其
の

下
に
は
即
ち
「
顔
子
の
中
庸
を
澤
び
」
、
　
「
発
・
舜
の
其
の
爾
端
を
執
り
て
其

の
中
を
民
に
用
ふ
」
を
引
く
。
明
ら
け
し
、
過
と
不
及
と
は
皆
な
失
す
る
所
有

り
。
故
に
惟
だ
薩
を
以
て
之
が
中
を
制
す
る
な
り
。

＊
『
中
庸
』
原
文
は
「
道
の
行
は
れ
ざ
る
や
…
…
道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
や
…

　
…
」
で
あ
り
、
　
『
論
語
正
義
』
で
は
「
明
」
と
「
行
」
と
が
入
れ
替
わ
っ
て

　
い
る
。
劉
心
違
の
記
憶
違
い
か
。

　
　
第
十
七
章

［
論
語
本
文
］
季
氏
富
於
周
公
。
而
求
也
爲
之
聚
敏
、
蓋
附
益
之
。

［
何
嬰
・
劉
賓
若
盛
］
羊
歯
　
周
公
よ
り
富
む
。
而
る
に
求
や
之
が
殺
め
に
聚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
敏
し
、
之
に
附
益
す
。

n
注
］
孔
（
安
國
）
輝
く
、
周
公
は
天
子
の
宰
、
卿
士
な
り
。
再
求
は
季
氏
の

　
　
宰
爲
り
て
、
之
が
重
め
に
賦
税
を
急
に
す
。

［
論
語
本
文
〕
子
日
、
非
悪
徒
也
。
小
子
怒
号
而
攻
之
可
也
。

［
何
嬰
・
干
害
忍
言
］
子
日
く
、
吾
が
徒
に
非
ざ
る
な
り
。
小
子
　
鼓
を
鳴
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
之
を
攻
め
て
可
な
り
と
。

［
注
］
鄭
（
玄
）
日
く
、
小
子
と
は
門
人
な
り
。
鼓
を
鳴
ら
す
と
は
、
其
の
罪

　
　
を
聲
に
し
て
以
て
之
を
責
む
る
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
季
氏
　
周
公
よ
り
富
む
と
は
、
周
公
　
魯
に
封
ぜ
ら
れ
、

民
よ
り
取
る
の
制
は
、
什
の
一
を
過
ぎ
ず
。
自
後
君
公
畝
に
税
し
て
、
已

に
什
に
し
て
二
を
取
る
を
爲
す
。
季
氏
　
公
室
を
四
分
し
て
、
己
は
其
の
二
を

取
る
。
入
る
所
を
量
校
す
る
に
周
公
賦
税
の
敷
を
喩
ゆ
。
故
に
円
く
、
季
氏

周
公
よ
り
富
む
と
。

　
『
（
春
秋
）
公
羊
（
傳
）
』
定
（
公
）
八
年
に
或
ひ
と
日
く
、
　
「
千
乗
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ

を
濡
せ
ん
と
し
て
克
た
ざ
れ
ば
、
此
に
舎
ひ
て
可
な
る
か
」
と
（
＊
）
。
何
休

注
に
、
　
「
時
に
季
氏
の
邑
（
正
義
原
文
「
邑
」
下
に
「
宰
」
字
あ
る
は
術
す
）

は
千
乗
に
至
る
」
と
。
此
れ
季
氏
の
富
め
る
を
知
る
べ
き
な
り
。

　
聚
敏
と
は
『
説
文
』
に
「
聚
は
會
な
り
」
　
（
依
部
）
。
　
「
敏
は
収
な
り
」
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（
支
部
）
と
。
　
『
爾
雅
』
　
「
繹
詰
（
下
）
」
に
「
敏
は
聚
な
り
」
と
。
二
字
の

訓
義
　
並
び
に
同
じ
。
胡
氏
違
勅
『
（
四
書
）
要
義
』
　
（
未
見
）
に
難
字
を
解

し
て
験
と
医
し
、
敏
聚
を
急
に
す
と
謂
ふ
。
獲
た
一
蓋
に
備
ふ
。

　
『
大
話
』
に
引
く
孟
献
子
日
く
、
　
「
其
の
聚
敏
の
臣
有
る
よ
り
は
、
寧
ろ
盗

臣
有
ら
ん
」
と
。
其
の
下
に
言
ふ
、
　
「
池
貝
に
長
た
り
て
財
用
に
黒
む
る
に
は

必
ず
小
人
に
遷
る
」
と
。
小
人
と
は
即
ち
聚
敏
の
臣
を
指
す
。

　
附
益
と
言
ふ
は
、
　
『
説
文
』
　
（
土
部
）
に
「
尉
は
益
な
り
」
と
。
附
は
射
と

同
じ
。
　
『
漢
書
』
　
「
哀
帝
紀
」
　
（
＊
）
に
、
　
「
武
（
帝
）
に
諸
山
・
准
南
の
謀

有
り
。
附
益
の
法
を
設
く
」
と
。
着
た
徴
税
の
厚
き
を
謂
ふ
。

　
燦
燦
　
此
に
求
と
云
ふ
は
、
再
有
の
名
な
り
。
季
氏
　
富
め
り
。
足
る
に
求

民
の
財
を
聚
め
て
以
て
之
に
増
す
な
り
。
増
と
は
即
ち
貫
流
の
義
な
り
。

　
『
孟
子
』
　
「
離
婁
篇
（
上
）
」
に
、
　
「
孟
子
曰
く
、
　
『
求
や
季
氏
の
宰
爲
り

て
、
能
く
其
の
徳
を
改
む
る
無
し
。
古
る
に
粟
を
賦
す
る
こ
と
他
日
に
倍
す
。

孔
子
日
く
、
求
や
吾
が
徒
に
非
ざ
る
な
り
。
小
子
　
鼓
を
鳴
ら
し
て
之
を
責
め

て
可
な
り
』
」
と
。
書
起
注
に
「
季
氏
は
唱
題
の
季
康
子
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
左
（
傳
）
』
哀
（
公
）
十
一
年
傳
に
、
　
「
季
氏
（
左
傳
原
文

は
「
季
孫
」
に
作
る
）
田
を
以
て
賦
せ
ん
と
欲
し
、
再
有
を
し
て
諸
れ
を
仲
尼

に
訪
は
し
む
。
轟
く
、
　
『
丘
　
知
ら
ざ
る
な
り
』
と
。
三
た
び
持
し
て
卒
に
曰

く
、
　
『
子
は
國
老
罵
り
。
子
を
待
ち
て
行
は
ん
。
之
を
若
何
ぞ
、
子
の
言
は
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
さ
や

る
』
と
。
仲
尼
　
封
へ
ず
。
而
し
て
再
有
に
書
き
て
画
く
、
　
『
君
子
の
行
ふ
や
、

禮
に
度
る
。
施
す
に
は
其
の
厚
き
に
取
り
、
事
と
す
る
に
は
其
の
中
を
墨
げ
、

敏
む
る
に
は
其
の
薄
き
に
從
ふ
。
是
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
丘
を
以
て
す
る
も

亦
た
足
れ
り
。
若
し
禮
に
度
ら
ず
し
て
、
貧
冒
厭
く
る
無
く
ん
ば
、
則
ち
田

を
以
て
賦
す
と
錐
も
、
將
た
又
た
足
ら
ざ
ら
ん
。
且
つ
子
季
孫
　
若
し
行
ひ
て

法
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
義
理
の
典
　
在
り
。
若
し
荷
に
し
て
行
は
ん
と
欲

す
れ
ば
、
又
た
何
を
か
訪
は
ん
や
』
と
。
聴
か
ず
」
と
（
＊
）
。
十
二
年
に
、

「
春
王
正
月
、
田
を
以
て
賦
す
」
と
。

　
（
『
國
語
』
）
　
「
魯
語
（
下
）
」
に
此
の
事
を
載
せ
て
、
　
「
仲
尼
　
再
有
に

私
き
て
日
く
、
汝
　
先
王
の
土
を
制
す
る
を
聞
か
ざ
る
か
。
田
に
籍
す
る
に
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ひ

を
以
て
し
て
Y
其
の
遠
遭
を
砥
ら
か
に
す
。
里
に
賦
す
る
に
入
る
を
以
て
し
て
、

其
の
有
無
を
量
る
。
力
に
任
ず
る
に
夫
を
以
て
し
て
、
其
の
老
幼
を
議
す
。
是

に
於
て
か
、
螺
寡
孤
疾
有
り
。
軍
旅
の
出
有
れ
ば
則
ち
之
に
徴
し
、
無
く
ん
ば

則
ち
已
む
。
其
の
歳
収
は
田
　
井
よ
り
稜
禾
・
乗
掛
・
黒
米
を
出
だ
す
。
是
れ

を
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
先
王
以
て
足
れ
り
と
諾
す
。
若
し
子
季
孫
　
其
の
法
を
欲

す
れ
ば
、
則
ち
海
軍
の
籍
有
り
。
若
し
（
正
義
原
文
「
苛
」
に
作
る
は
誤
り
）

法
を
犯
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
萄
に
し
て
賦
せ
よ
。
又
た
何
を
か
訪
は
ん
」

と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
を
も
っ
て
ふ
す

　
何
休
『
公
羊
』
　
（
哀
公
十
二
年
）
注
に
「
用
田
賦
」
を
解
し
て
云
ふ
、
　
「
田

と
は
一
井
の
田
を
謂
ふ
。
賦
と
は
敏
な
り
、
其
の
財
物
を
取
る
な
り
。
田
を
用

て
賦
す
と
言
ふ
は
、
今
漢
家
　
民
に
銭
を
警
む
る
に
田
を
以
て
率
と
記
す
が
若
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し
」
と
。
何
は
賦
を
解
し
て
財
物
と
訂
す
。
而
し
て
孟
子
以
爲
へ
ら
く
粟
を
賦

す
る
こ
と
他
日
に
倍
す
と
。
粟
と
は
即
ち
財
物
な
り
。
他
日
に
倍
す
と
は
、
畝

に
税
す
る
の
制
に
倍
す
る
な
り
。
倍
の
言
爲
る
は
大
略
の
僻
な
り
。
質
蓬
・
杜

預
『
左
傳
』
を
解
し
て
賦
を
以
て
軍
制
と
爲
す
は
誤
り
な
り
（
＊
）
。
田
を
用

て
賦
す
と
は
、
自
ら
是
れ
季
氏
の
謀
に
し
て
、
特
だ
山
子
　
其
の
事
を
救
止
す

る
能
は
ず
。
故
に
夫
子
深
く
之
を
責
む
。
凡
そ
人
臣
誤
る
も
の
は
當
に
道
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め

て
君
に
仕
ふ
べ
く
、
可
な
ら
ざ
れ
ば
則
ち
止
む
る
を
窮
す
。
亦
た
季
孫
の
善
言

を
聞
き
て
能
く
改
悟
す
る
を
翼
ふ
な
り
。

　
鼓
を
鳴
ら
す
と
は
、
鼓
を
撃
ち
て
鳴
ら
し
む
る
な
り
。

　
皇
本
「
而
附
益
之
」
の
「
之
」
を
ば
「
也
」
に
作
る
。
　
「
貴
信
」
の
下
に

「
而
」
字
無
し
。

注
「
周
公
天
子
之
宰
賢
士
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
周
公
は
魯
に
封
ぜ
ら
れ
、
元
子
　
之
を
嗣
ぐ
。
其
の
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

子
　
世
よ
采
地
を
守
り
、
王
朝
に
官
へ
て
卿
士
爲
り
。
春
秋
の
時
に
構
す
る
所

の
唾
壷
・
召
公
は
是
れ
な
り
。
此
の
注
は
然
ら
ざ
る
を
知
る
は
、
　
『
春
秋
』
内

・
外
連
（
＊
）
皆
な
周
公
の
典
籍
を
墨
ぐ
れ
ば
な
り
。
是
れ
夫
子
　
周
公
の
制

す
る
所
の
賦
法
を
以
て
、
季
氏
の
失
を
正
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
故
に
此
の
文

に
即
ち
周
公
よ
り
富
む
と
言
ひ
、
以
て
之
を
診
る
な
り
。
若
し
措
く
天
子
の
宰

を
指
せ
ば
、
便
ち
回
遠
山
り
。
且
つ
内
・
外
傳
の
言
ふ
所
の
周
公
と
合
せ
ず
。

注
「
鳴
鼓
聲
其
憂
心
責
之
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
左
（
傳
）
』
荘
（
公
）
二
十
九
年
の
傳
に
、
　
「
凡
そ

師
に
鐘
鼓
有
る
を
伐
と
日
ふ
」
と
。
　
（
『
國
語
』
）
　
「
音
語
（
五
）
」
に
「
伐

に
は
鐘
鼓
を
備
ふ
。
其
の
罪
を
聲
に
す
る
な
り
」
と
。
　
（
『
左
傳
』
）
昭
（
公
）

十
七
年
の
傳
に
、
　
「
日
之
を
食
す
る
有
れ
ば
、
天
子
は
鼓
を
社
に
伐
ち
、
諸
侯

は
鼓
を
朝
に
伐
つ
」
と
。
杜
注
に
謂
ふ
、
天
子
は
「
華
陰
を
責
め
」
、
諸
侯
は

「
自
ら
責
む
」
と
。
是
れ
凡
そ
責
譲
に
は
多
く
鼓
を
用
ふ
る
な
り
。
　
『
説
文
』

（
支
部
）
に
「
攻
は
撃
な
り
」
と
。
此
に
貴
と
訓
ず
る
は
、
聖
母
の
義
な
り
。

　
宋
氏
翔
鳳
『
畿
微
（
論
語
説
義
）
』
に
云
ふ
、
　
「
『
春
秋
繁
露
』
　
（
精
華
篇
）

に
曰
く
、
　
『
大
旱
は
陽
の
陰
を
滅
す
る
な
り
。
陽
の
陰
を
滅
す
と
は
尊
の
卑
を

歴
す
る
な
り
。
固
よ
り
其
の
義
な
り
。
大
い
に
甚
だ
し
と
錐
も
、
拝
し
て
之
を

請
ふ
の
み
。
敢
て
加
ふ
る
有
る
無
き
な
り
（
＊
）
。
大
水
は
陰
の
陽
を
滅
す
る

な
り
。
陰
の
陽
を
滅
す
と
は
卑
の
尊
に
勝
つ
な
り
。
日
食
も
亦
た
判
り
。
皆
な

下
の
上
を
犯
す
、
賎
を
以
て
貴
を
傷
る
。
逆
節
な
り
。
故
に
鼓
を
鳴
ら
し
て

之
を
攻
め
、
豊
年
も
て
之
を
脅
す
。
其
の
不
義
た
る
が
爲
め
な
り
。
此
れ
亦
た

春
秋
の
強
禦
を
畏
れ
ざ
る
な
り
（
＊
）
』
と
。
二
食
の
言
を
按
ず
る
に
、
魯
に

季
氏
有
り
て
、
卿
を
世
よ
に
し
政
を
専
ら
に
し
、
禄
は
公
室
を
去
り
、
援
奪
克
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剥
し
て
、
田
を
用
て
賦
す
る
の
事
有
る
を
知
る
。
是
れ
亦
た
卑
の
尊
に
勝
ち
、

賎
の
貴
を
直
り
て
、
不
義
の
至
る
者
な
る
か
な
。
季
氏
　
聴
く
能
は
ず
。
再
有

　
救
ふ
能
は
ず
。
豚
の
罪
　
惟
れ
均
し
。
故
に
鼓
を
鳴
ら
し
て
攻
あ
ん
と
す
。

深
く
再
有
を
疾
む
が
若
き
も
、
實
は
季
氏
の
悪
を
正
さ
ん
と
す
る
な
り
」
と
。

＊
『
公
羊
傳
』
定
公
八
年
の
引
用
は
、
季
氏
を
伐
と
う
と
し
た
陽
虎
が
不
首
尾

　
に
終
わ
っ
て
郊
に
逃
れ
、
軍
装
を
解
い
て
休
ん
で
い
た
時
に
、
あ
る
人
、
お

　
そ
ら
く
は
従
者
の
一
人
が
、
陽
虎
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

＊
『
漢
書
』
　
「
哀
帝
紀
」
は
、
同
「
諸
侯
巨
益
序
文
」
の
誤
り
。

＊
『
左
傳
』
哀
公
十
一
年
に
引
く
孔
子
の
言
「
丘
を
以
て
す
る
も
亦
た
足
れ
り
」

　
は
、
杜
預
注
で
は
「
丘
十
六
井
に
し
て
戎
馬
一
疋
・
牛
三
頭
を
出
だ
す
。
是

　
れ
賦
の
常
法
な
り
」
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
「
丘
賦
」
の
こ
と
と
解
す
る
。
あ

　
る
い
は
丘
を
孔
子
と
し
、
　
「
わ
た
く
し
丘
を
登
用
し
て
政
治
を
行
わ
せ
て
も

　
十
分
に
や
っ
て
い
け
ま
す
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
因
み
に
丘
賦
は
昭

　
公
四
年
、
鄭
の
子
産
が
は
じ
あ
た
。

＊
頁
逡
と
杜
預
と
の
賦
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
。
　
「
頁
逡
以
爲
へ
ら
く
、
一
井

　
の
闇
を
し
て
一
丘
の
税
を
出
だ
さ
し
め
ん
と
欲
す
。
井
の
別
に
馬
一
匹
・
牛

　
三
頭
を
出
だ
さ
し
む
」
　
（
哀
公
十
一
年
の
疏
に
引
く
貿
逡
『
春
秋
左
氏
傳
解

　
詰
』
）
。
　
「
丘
賦
の
法
は
其
の
田
財
に
因
り
て
、
通
じ
て
馬
一
疋
・
牛
三
頭

　
を
出
だ
さ
し
む
。
今
　
其
の
田
及
び
家
財
を
別
に
し
て
一
賦
を
爲
め
し
め
ん

と
欲
す
。
故
に
田
賦
と
言
ふ
」
　
（
哀
公
十
一
年
杜
注
）
。
牛
馬
を
出
す
の
は

軍
旅
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
「
丘
を
以
て
す
る
も
：
：
：
」
の

　
一
文
は
こ
の
「
田
を
以
て
賦
す
」
の
す
ぐ
後
に
あ
り
、
転
注
に
「
戎
馬
」
の

　
語
が
み
え
る
。

＊
『
春
秋
』
内
・
外
傳
と
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
『
左
傳
』
お
よ
び
『
國
語
』
で

　
あ
る
。

＊
『
春
秋
隆
隆
』
　
「
精
華
篇
」
の
引
用
中
「
敢
て
加
ふ
る
有
る
無
き
な
り
」
は
、

盧
文
招
の
校
で
は
『
績
漢
志
』
　
『
文
献
通
販
』
に
も
と
づ
き
「
敢
て
加
ふ
る

有
る
な
り
（
敢
有
加
也
）
」
と
す
る
の
を
よ
し
と
す
る
。

＊
「
強
禦
を
畏
れ
ず
」
と
は
、
筋
の
通
ら
な
い
暴
力
に
は
屈
し
な
い
こ
と
を
い

　
う
。
　
『
公
羊
傳
』
荘
公
十
二
年
に
「
仇
牧
　
彊
禦
を
畏
れ
ざ
る
と
謂
ふ
べ
し
」

　
と
あ
る
。第

十
八
章

［
論
語
本
文
〕
柴
也
愚
。

［
何
嬰
・
劉
寳
楠
解
］
柴
や
愚
。

［
注
］
弟
子
の
高
柴
、
字
は
子
煎
。
愚
と
は
愚
直
の
愚
。
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［
論
語
本
文
］
参
也
魯
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］
参
や
魯
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
日
く
、
魯
は
鈍
な
り
。

［
論
語
本
文
］
師
也
辟
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］
師
や
辟
。

［
注
］
馬
（
融
）
引
く
、
子
張
は
才

　
　
か
ざ

　
　
文
る
に
在
り
。

〔
論
語
本
文
］
由
也
咳
。

［
何
曇
・
劉
寳
楠
解
］
由
や
咳
。

曾
子
は
性
　
遅
鈍
た
り
。

人
に
過
ぐ
。
失
は
邪
執
に
し
て
過
ち
を

［
注
］
鄭
（
玄
）
日
く
、
野
路
の
行
、
畔
穆
に
失
す
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
此
の
節
　
亦
た
夫
子
の
論
ず
る
所
に
し
て
、

而
る
に

「
子
日
」
と
署
せ
ざ
る
は
前
の
四
科
と
同
じ
。

　
師
や
辟
と
は
、
　
『
朱
子
集
注
』
に
「
辟
と
は
便
辟
な
り
。
容
止
を
習
ひ
て
誠

實
少
な
き
を
謂
ふ
」
と
。
案
ず
る
に
、
便
辟
と
は
猶
ほ
盤
辟
の
ご
と
し
。
武
氏

億
『
華
経
義
謹
』
に
、
　
「
案
ず
る
に
、
　
『
墨
子
』
に
『
再
拝
便
僻
』
と
（
＊
）
。

是
れ
便
僻
と
再
拝
と
文
を
連
ぬ
。
即
ち
『
漢
書
』
　
〈
何
武
傳
〉
に
『
畢
ぐ
る
所

の
者
を
見
れ
ば
、
桑
僻
雅
拝
』
と
い
い
、
服
度
日
く
、
　
『
禮
容
の
拝
を
行
ふ
』

と
。
　
〈
儒
林
傳
〉
注
に
蘇
林
日
く
、
　
『
張
氏
知
ら
ず
。
経
に
但
だ
能
く
盤
辟
に

し
て
禮
容
を
爲
す
の
み
』
と
。
盤
も
亦
た
便
の
轄
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
筍
子
』
　
「
非
十
二
子
」
に
云
ふ
、
　
「
禺
の
ご
と
く
行
き
、
舜

の
ご
と
く
趨
る
は
、
子
張
氏
の
賎
儒
な
り
」
と
。
　
『
大
戴
禮
』
　
「
五
帝
徳
」
に

云
ふ
、
　
「
孔
子
日
く
、
吾
　
容
貌
を
以
て
人
を
取
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
師
に
於

て
や
、
之
を
改
む
」
と
。
皆
な
謹
す
べ
し
。

　
窟
か
に
謂
ふ
に
愚
・
魯
は
猜
に
近
く
、
辟
・
鰺
は
狂
に
近
し
。
故
に
夫
子

之
と
禮
樂
に
進
む
を
願
ふ
な
り
。
其
の
後
、
四
子
は
徳
成
り
學
立
つ
。
故
に
子

貢
　
衛
の
將
軍
文
子
に
答
ふ
る
に
、
威
な
其
の
美
行
を
稻
す
（
『
大
戴
禮
』

「
衛
將
軍
文
子
」
）
。

　
皇
本
、
　
「
辟
」
を
「
僻
」
に
作
る
は
、
此
れ
馬
注
に
依
り
て
誤
改
す
。
　
「
咳
」

は
、
　
『
書
』
　
「
無
逸
」
疏
は
引
き
て
「
諺
」
に
作
る
。
院
平
温
校
勘
記
に
、

「
『
説
文
』
　
（
言
部
）
に
「
諺
」
有
り
て
「
穆
」
無
し
。
　
「
疹
」
は
乃
ち
「
諺
」

の
俗
字
な
り
」
と
。



99　『論語正義』訳注

　
注
「
弟
子
」
よ
り
「
之
愚
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
（
『
史
記
』
）
　
「
弟
子
豊
山
」
に
、
　
「
高
柴
字
は
子

煎
。
孔
子
よ
り
少
き
こ
と
三
十
歳
。
子
薫
の
長
　
五
尺
に
盈
た
ず
。
業
を
孔
子

に
趣
く
。
孔
子
以
て
愚
と
爲
す
」
と
。
　
『
集
解
』
に
引
く
鄭
玄
日
く
、
　
「
衛
人

な
り
」
と
。
子
並
…
は
亦
た
季
並
…
と
稻
せ
ら
る
る
は
、
　
『
左
傳
』
　
（
哀
公
十
七
年
）

に
見
ゆ
。
　
（
『
下
記
』
）
　
「
壇
弓
」
　
（
上
）
は
子
皐
に
作
る
。
皐
は
主
…
と
同
じ
。

『
（
孔
子
）
家
語
』
　
（
「
七
十
二
弟
子
解
」
）
は
、
　
「
子
高
、
齊
人
な
り
。
孔

子
よ
り
少
き
こ
と
四
十
歳
」
に
作
る
（
＊
）
。
高
は
既
に
氏
爲
り
。
當
に
又
た

字
と
爲
す
べ
か
ら
ず
・
三
＋
，
・
四
＋
は
事
積
む
に
相
齪
る
・
衛
・
齊
は
二
品

亦
た
異
な
る
。
當
に
鄭
氏
を
以
て
是
と
爲
す
べ
し
。

　
「
愚
直
」
と
は
、
古
の
愚
者
や
直
な
る
が
如
き
を
謂
ふ
な
り
（
陽
貨
篇
）
。

　
注
「
魯
鈍
也
」
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
『
説
文
』
　
（
白
泥
）
に
云
ふ
、
　
「
魯
は
鈍
の
詞
な
り
。

『
論
語
』
に
日
く
、
　
『
参
や
魯
』
」
と
。
段
氏
玉
溶
蝕
に
、
　
「
『
左
傳
』
　
（
文

公
十
五
年
）
に
『
魯
人
以
て
敏
と
爲
す
』
と
。
鈍
人
を
謂
ふ
な
り
。
　
『
繹
名
』

（
繹
州
國
）
に
日
く
、
　
『
魯
は
魯
鈍
な
り
。
國
に
山
水
多
く
、
民
の
性
　
僕
鈍

な
れ
ば
な
り
』
と
（
撲
鈍
の
鈍
、
漢
魏
叢
書
本
・
四
部
叢
刊
本
は
魯
字
に
作

る
）
。
案
ず
る
に
、
椎
魯
・
美
星
は
皆
な
即
ち
此
れ
な
り
」
と
。

　
注
「
子
張
陰
口
人
馴
主
事
僻
文
旦
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
注
は
僻
を
以
て
辟
を
上
す
、
是
に
非
ず
。
経
文
　
辟
に

作
る
（
論
語
正
義
原
文
「
辟
」
字
を
「
僻
」
字
に
作
る
は
誤
り
）
。
但
だ
邪
僻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぞ
ら

に
し
て
、
過
ち
を
文
る
は
、
乃
ち
小
人
枯
悪
の
行
に
し
て
、
以
て
子
張
に
凝
ふ

べ
か
ら
ず
。

　
注
「
子
路
兇
行
振
袖
賢
聖
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
「
『
（
経
典
）
論
文
』
に
「
墜
下
」
と
云
ふ
。
皇
本
・

『
繹
文
』
見
る
所
の
本
は
並
び
に
「
吸
諺
」
に
作
る
（
＊
）
。
　
『
書
』
　
「
無
逸
」

に
云
ふ
、
　
「
乃
ち
逸
乃
ち
諺
」
と
。
　
『
儒
孔
傳
』
　
（
孔
安
國
書
置
）
に
、
　
「
叛

諺
と
は
不
恭
な
り
」
と
。
叛
諺
は
畔
諺
と
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
黒
氏
循
『
論
語
乙
吉
』
　
（
＊
）
に
、
　
「
『
大
雅
』
　
〈
皇
　
〉
に
、
　
『
然
く
畔

援
す
る
無
か
れ
』
と
。
　
〈
箋
V
に
云
ふ
、
　
『
零
丁
と
は
践
雇
な
り
』
と
。
　
『
韓

詩
』
に
云
ふ
、
　
『
武
強
な
り
』
と
（
『
韓
島
外
傳
』
を
い
う
か
。
四
部
叢
誌
は

じ
め
通
行
本
に
は
「
武
強
」
二
字
の
連
句
な
し
）
。
　
『
漢
書
』
〈
叙
傳
〉
注
に

　
は
『
然
く
畔
面
す
る
無
か
れ
』
に
作
る
。
　
『
文
選
』
　
〈
魏
都
賦
〉
に
云
ふ
、



　
　
　
『
雲
撤
し
て
叛
坐
す
』
と
。
冬
型
林
注
に
、
　
『
叛
換
は
猶
ほ
唯
の
ご
と
き
な
り
』

㎜
　
　
と
（
文
選
原
文
に
は
「
叛
」
字
な
し
）
。
換
・
援
・
諺
、
聲
近
く
相
通
ず
」
と
。

［
論
語
本
文
］

［
陸
墨
解
］

中子
。日

回
也
其
庶
乎
、
屡
空
。
賜
不
受
命
而
貨
殖
焉
。
億
則
屡

子
日
く
、
回
や
其
れ
庶
き
か
。
忘
し
ば
空
し
。

　
　
　
　
　
お
も
ん
ば
か

し
て
貨
殖
す
。
億
れ
ば
則
ち
課
し
ば
中
る
。

賜
や
命
を
受
け
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

［
要
談
楠
解
］
子
曰
く
、
回
や
其
れ
庶
は
ん
か
。
歯
し
ば
空
し
。

　
　
　
　
け
ず
し
て
貨
殖
す
。
億
れ
ば
則
ち
濡
し
ば
中
る
。

［
注
］

賜
や
命
を
受

言
ふ
こ
こ
ろ
は
回
　
聖
道
に
庶
幾
し
。
数
し
ば
空
贋
す
と
錐
も
、
樂
し

み
　
其
の
中
に
在
り
。
賜
は
借
命
を
受
け
ず
し
て
、
唯
だ
財
貨
を
是
れ

殖
や
し
、
是
非
を
億
度
す
。
蓋
し
回
を
美
し
と
し
、
賜
を
働
ま
す
所
以

な
り
。
一
に
曰
く
、
屡
は
猶
ほ
毎
の
ご
と
き
な
り
。
空
は
猶
ほ
虚
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
き
も
の

ご
と
き
な
り
。
聖
人
の
善
道
を
以
て
数
子
の
庶
幾
に
教
ふ
。
猶
ほ
道
を

知
る
に
至
ら
ざ
る
者
、
各
お
の
内
に
此
の
害
有
り
。
其
の
庶
幾
に
於
て
、

毎
に
能
く
講
中
な
る
者
は
、
唯
だ
回
の
み
道
を
懐
く
こ
と
深
遠
な
り
。

虚
心
な
ら
ざ
れ
ば
道
を
知
る
能
は
ず
。
子
器
は
敷
子
の
病
無
し
と
難
も
、

然
れ
ど
も
亦
た
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
理
を
窮
め
ず
と
錐
も
、
幸
ひ

に
し
て
中
る
。
天
命
に
非
ず
と
錐
も
、
偶
た
ま
富
む
。
亦
た
虚
心
な
ら

ざ
る
所
以
な
り
、
と
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
蘇
氏
乗
國
『
四
書
求
是
』
　
（
未
見
）
に
云
ふ
、
　
「
其
れ

庶
き
か
な
と
は
、
未
だ
明
ら
か
に
庶
き
所
の
若
何
な
る
か
を
指
さ
ず
。
下
文
の

命
を
受
け
ず
し
て
を
以
て
之
に
封
観
す
れ
ば
、
蓋
し
命
を
受
く
る
を
指
し
て
言

ふ
」
と
。
案
ず
る
に
、
蘇
説
　
是
な
り
。
命
と
は
禄
命
を
謂
ふ
な
り
。
古
は
四

民
　
各
お
の
其
の
業
を
習
ひ
、
未
だ
兼
ね
て
之
を
爲
す
者
有
ら
ず
。
凡
そ
其
の

業
と
す
る
所
は
以
て
命
の
臨
く
る
所
と
爲
す
こ
と
、
此
く
の
如
き
な
り
。
子
貢

は
夫
子
に
學
ぶ
。
而
る
に
又
た
貨
殖
す
。
命
を
受
け
ざ
る
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。

　
愈
氏
樋
『
（
華
経
）
平
議
』
に
、
　
「
古
は
商
・
買
は
皆
な
官
之
を
主
る
。

故
に
『
呂
氏
春
秋
』
〈
上
農
篇
〉
に
暴
く
、
　
『
凡
そ
民
の
七
尺
よ
り
以
上
は
諸

れ
を
三
野
に
属
せ
し
む
。
農
は
粟
を
攻
め
、
工
は
器
を
攻
め
、
頁
は
貨
を
攻
む
』

と
。
　
『
田
図
』
　
（
主
人
な
ど
）
を
以
て
之
を
考
ふ
る
に
、
質
剤
は
官
に
掌
ら
る
。

度
量
純
制
は
官
に
掌
ら
る
。
謬
言
の
璽
節
は
官
に
掌
ら
る
。
下
り
て
春
秋
の
世

に
至
り
て
、
巫
日
は
則
ち
緯
の
富
商
あ
り
。
章
藩
木
機
　
以
て
朝
を
過
ぐ
（
『
國

語
』
　
「
巫
日
語
八
」
）
。
鄭
は
則
ち
商
人
の
一
環
も
必
ず
以
て
君
大
夫
に
告
ぐ

（
『
左
傳
』
昭
公
十
六
年
「
韓
起
」
の
記
述
）
。
蓋
し
猶
ほ
皆
な
命
を
官
に
受

く
る
が
ご
と
き
な
り
。
若
し
詰
れ
命
を
官
に
受
け
ず
し
て
、
自
ら
其
の
財
を
以
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ヒ
つ

て
賎
き
を
市
ひ
高
き
を
重
り
、
什
一
の
利
を
逐
へ
ば
、
是
れ
命
を
受
け
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
ひ

貨
殖
す
と
謂
ふ
。
　
『
管
子
』
　
〈
乗
馬
篇
〉
に
書
く
、
　
『
質
は
質
の
貴
賎
を
知
り
、

日
び
市
に
至
り
て
官
頁
を
爲
さ
ず
』
と
。
此
れ
其
の
濫
膓
な
る
か
。
蓋
し
官
に

属
さ
ざ
れ
ば
、
即
ち
太
宰
の
九
曜
に
列
す
る
を
得
ず
。
故
に
指
導
と
日
は
ず
、

貨
殖
と
日
ふ
。
子
貢
は
聖
人
の
高
弟
な
る
を
以
て
し
て
、
亦
た
復
た
之
を
爲
す
。

陶
朱
・
白
圭
の
徒
、
此
れ
由
り
起
こ
る
な
り
。
太
史
公
　
貨
殖
を
以
て
傳
を
立

て
、
首
め
に
子
貢
を
列
す
。
開
く
有
れ
ば
必
ず
先
づ
在
り
。
鑑
識
　
固
よ
り
得

て
僻
せ
ざ
る
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
愈
説
亦
た
理
に
近
し
。
若
し
然
ら
ば
、
則
ち
其
れ
庶
き
か
と

は
、
傍
ほ
聖
道
に
庶
幾
き
を
謂
ふ
な
り
。

　
『
廣
雅
』
　
「
繹
詩
」
に
、
　
「
殖
は
積
な
り
」
と
。
　
（
『
國
語
』
）
　
「
周
囲

（
上
）
」
に
、
　
「
財
　
蕃
殖
す
」
と
。
二
野
解
に
、
　
「
殖
は
長
な
り
」
と
。
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

貢
貨
殖
す
と
は
、
貨
財
を
響
き
て
以
て
生
殖
す
る
を
謂
ふ
な
り
。

　
億
は
度
な
り
。
官
本
「
億
」
を
ば
、
　
「
憶
」
に
作
る
。
　
『
漢
書
』
　
「
貨
殖
傳
」

・
「
漢
六
度
碑
」
　
（
未
詳
）
、
引
き
て
並
び
に
「
意
」
に
作
る
。
字
は
異
な
る

も
義
は
同
じ
。

　
「
貨
殖
傳
」
に
云
ふ
、
　
「
子
韓
は
既
に
仲
尼
に
學
び
、
退
き
て
衛
に
仕
ふ
。

貯
を
畿
き
、
財
を
曹
・
魯
の
間
に
窩
ぐ
。
七
十
子
の
徒
に
最
も
饒
た
り
（
漢
書

原
文
「
七
十
子
之
徒
」
の
下
に
「
賜
」
字
あ
り
）
。
而
る
に
顔
子
は
箪
食
瓢
飲

し
て
随
巷
に
在
り
。
子
嶺
は
駆
を
結
び
騎
を
連
ね
、
束
吊
の
幣
も
て
諸
侯
を
聴

与
す
。
至
る
所
の
弓
馬
　
庭
を
分
け
て
之
と
写
象
せ
ざ
る
無
し
。
然
る
に
孔

子
顔
淵
を
賢
と
し
て
子
狐
を
罵
り
て
叩
く
、
『
回
や
其
れ
庶
幾
き
か
。
屡
し

ば
空
し
。
賜
や
命
を
受
け
ず
し
て
貨
殖
す
。
坐
れ
ば
則
ち
重
し
ば
中
る
』
」
と
。

　
班
傳
に
全
て
此
の
文
を
引
き
、
　
「
賜
や
命
を
受
け
ず
し
て
」
の
二
句
を
以
て

孔
子
の
識
る
所
と
爲
す
。
掌
れ
「
意
れ
ば
則
ち
屡
し
ば
中
る
」
と
は
、
即
ち
上

の
「
貨
殖
」
を
受
け
て
言
ふ
。

　
『
論
衡
』
　
「
知
實
篇
」
に
、
　
「
賜
や
命
を
受
け
ず
し
て
貨
殖
す
。
亙
れ
ば
則

ち
屡
し
ば
中
る
。
子
貢
の
善
く
積
を
居
き
、
貴
賎
の
期
を
意
り
、
敷
し
ば
其
の

時
を
得
、
故
に
貨
殖
し
て
富
多
く
、
陶
朱
に
比
す
る
を
罪
す
る
な
り
」
と
。
又

た
云
ふ
、
　
「
子
貢
　
善
く
意
り
て
以
て
貨
利
を
得
た
り
」
と
。

　
蓋
し
『
論
衡
』
は
、
貴
賎
の
期
を
意
る
を
以
て
「
億
」
字
を
解
し
、
敷
し
ば

其
の
時
数
を
得
る
も
て
「
屡
」
字
を
解
し
、
其
の
時
を
得
る
も
て
「
中
」
字
を

解
す
。
此
れ
漢
人
の
誼
を
解
す
る
の
最
も
薬
餌
と
し
て
披
る
べ
き
者
な
り
。

　
皇
疏
に
引
く
毅
仲
堪
日
く
、
　
「
矯
君
の
命
を
受
け
ず
」
と
。
　
（
皇
疏
に
引
く
）

江
寧
日
く
、
　
「
賜
や
濁
世
の
榮
（
皇
疏
原
文
「
禄
」
に
作
る
）
を
受
け
ず
」
と
。

命
を
受
け
ざ
る
を
以
て
禄
を
僻
す
と
爲
す
。
　
「
貨
殖
傳
」
の
子
貢
　
衛
に
仕
ふ

と
合
せ
ず
。
非
な
り
。

注
「
言
回
」
よ
り
「
心
葉
」
に
至
る
ま
で
。
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「
正
義
」
に
痒
く
、
　
『
爾
雅
』
　
「
予
言
」
に
、
　
「
庶
幾
は
尚
な
り
」
と
。
又

　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が
ふ

た
云
ふ
、
　
「
庶
は
幸
な
り
」
と
。
　
『
易
』
　
「
繋
争
傳
」
　
（
下
）
に
、
　
「
顔
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ね
が

子
、
其
れ
殆
ん
ど
庶
幾
は
ん
か
」
と
。
道
を
庶
幾
ふ
を
謂
ふ
な
り
。

　
『
詩
』
　
「
節
南
山
」
に
「
宜
し
く
我
が
師
を
空
し
く
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
毛

革
に
「
空
は
窮
な
り
」
と
。
之
を
引
申
し
て
、
凡
そ
貧
窮
に
し
て
財
無
き
者
、

亦
た
之
を
空
と
謂
ふ
。
　
『
史
記
』
　
「
伯
夷
列
傳
」
に
「
然
る
に
回
や
、
屡
し
ば

空
し
、
糟
糠
す
ら
厭
か
ず
」
と
。
　
『
監
鐵
論
』
　
「
地
廣
」
に
云
ふ
、
　
「
夫
れ
賎

は
知
に
周
ね
か
ら
ず
、
貧
は
行
を
妨
げ
ず
。
顔
淵
は
屡
し
ば
空
し
き
も
、
賢
な

ら
ず
と
爲
さ
ず
。
孔
子
は
容
れ
ら
れ
ざ
る
も
、
聖
な
ら
ず
と
爲
さ
ず
」
と
。

『
後
漢
（
書
）
』
　
「
買
逡
傳
」
に
、
　
「
帝
　
馬
防
に
謂
ひ
て
著
く
、
　
『
質
蓬
の

母
　
病
む
。
此
の
子
　
外
に
人
事
す
る
無
く
、
算
し
ば
空
し
。
將
に
孤
竹
の
子

に
首
陽
に
從
は
ん
と
す
』
」
と
。
是
れ
漢
人
　
屡
し
ば
空
し
き
を
解
し
て
、
皆

な
空
置
と
爲
す
。
注
の
前
説
　
是
な
り
。

　
財
貨
と
は
、
　
『
説
文
』
　
（
退
部
）
に
、
　
「
貨
は
財
な
り
」
と
。
是
非
を
億
度

す
と
は
、
事
理
の
是
非
に
於
て
、
能
く
先
ん
じ
て
之
を
億
度
す
る
を
謂
ふ
な
り
。

皇
疏
に
云
ふ
、
　
「
故
に
『
左
傳
』
　
（
定
公
十
五
年
）
に
、
　
『
郭
の
隠
公
　
魯
に

朝
す
。
玉
を
執
る
こ
と
高
く
、
其
の
容
　
仰
ぐ
。
魯
の
定
公
　
玉
を
悪
く
る
こ

と
卑
く
、
其
の
容
　
結
す
。
子
夏
日
く
、
　
「
禮
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
二
君

皆
な
死
亡
有
ら
ん
。
君
は
主
爲
り
、
其
れ
先
に
亡
せ
ん
か
」
と
。
是
の
歳
定

公
卒
す
。
孔
子
日
く
、
　
「
賜
や
不
幸
に
し
て
、
言
へ
ば
中
る
。
是
れ
賜
を
し
て

多
言
な
ら
し
む
る
者
な
り
」
』
と
。
此
れ
憶
す
れ
ば
中
る
の
類
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
漢
書
』
　
「
邑
智
子
心
賛
」
に
、
　
「
漢
の
興
り
て
陰
陽
の
四
川

を
推
す
者
（
漢
書
原
文
「
陰
陽
を
推
し
災
異
を
言
ふ
者
」
に
作
る
）
、
纒
に
假

り
て
誼
を
設
け
、
象
車
に
依
託
す
。
或
ひ
は
億
れ
ば
則
ち
引
し
ば
中
る
を
免
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

ざ
ら
ん
」
と
。
此
れ
明
ら
か
に
事
理
を
億
度
す
る
を
謂
ふ
。
注
説
亦
た
本
無
き

に
は
非
ず
。

＊
『
墨
子
』
に
「
再
拝
便
僻
」
の
句
は
見
え
ず
。

＊
『
孔
子
家
語
』
　
「
七
十
二
弟
子
解
」
の
引
用
、
四
部
叢
刊
は
じ
め
通
行
本
は

　
「
子
美
」
に
作
る
。
劉
實
楠
の
み
た
テ
キ
ス
ト
が
な
ん
で
あ
る
か
未
詳
。

＊
『
経
典
繹
文
』
に
は
「
畔
諺
」
　
「
阪
吟
」
の
ほ
か
「
叛
心
」
に
作
る
。
上
海

古
籍
出
版
社
刊
の
宋
刻
本
に
み
え
る
。
山
本
に
陸
徳
明
は
「
本
合
作
畔
」
と

記
す
。
盧
文
招
は
『
経
典
繹
文
考
誼
』
で
「
阪
、
本
は
今
、
畔
に
作
る
。
案

ず
る
に
、
阪
は
藷
と
叛
に
作
る
。
巡
れ
偏
労
　
相
近
き
に
因
り
て
誤
て
り
。

或
ひ
は
騒
人
の
改
む
る
所
な
ら
ん
」
と
い
い
、
　
「
吸
咳
」
に
作
る
を
よ
し
と

　
す
る
。

＊
焦
循
『
論
語
補
導
』
に
は
「
畔
諺
」
に
関
す
る
記
述
が
見
あ
た
ら
な
い
。
劉

責
楠
の
み
た
『
以
遠
』
と
現
行
『
早
事
纒
解
』
本
と
異
な
る
か
。
文
脈
よ
り

　
考
え
て
括
弧
を
付
し
た
。
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第
十
九
章

［
論
語
本
文
］
子
張
間
善
人
之
道
。
子
日
、
不
践
述
、
亦
不
入
於
室
。

［
何
曇
解
］

子
張
　
善
人
の
道
を
問
ふ
。

入
ら
ず
と
。

［
劉
寳
楠
解
］

［
注
］

子
日
く
、
述
を
践
ま
ず
、
亦
た
室
に

子
張
　
善
人
の
道
を
問
ふ
。

た
室
に
入
ら
ず
と
。

子
日
く
、
述
を
践
ま
ざ
れ
ば
、
亦

孔
（
安
國
）
曰
く
、
践
は
循
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
善
人
は
但
だ
菖
述

を
循
追
す
る
の
み
な
ら
ず
。
亦
た
少
し
く
能
く
業
を
創
む
。
　
（
＊
）
亦

た
聖
人
の
奥
室
に
は
入
ら
ず
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
平
氏
廣
森
『
零
幸
危
言
』
に
、
　
「
善
人
の
道
を
問
ふ
と

は
、
則
ち
蔑
如
に
し
て
以
て
善
人
と
爲
る
べ
き
か
を
問
ふ
に
は
非
ず
。
乃
ち
善

人
は
當
に
何
れ
の
道
、
以
て
自
ら
慮
す
べ
き
か
を
問
ふ
な
り
。
故
に
子
　
告
ぐ

る
に
善
人
の
行
ふ
所
の
道
を
以
て
す
。
當
に
前
言
往
行
に
数
ひ
て
、
以
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
き
み
ち

徳
を
成
す
べ
し
。
諸
れ
を
室
に
入
る
に
は
必
ず
陳
徐
・
堂
戸
の
跡
を
践
み
、
而

る
後
に
山
霊
然
と
し
て
至
る
に
讐
ふ
る
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
孔
説
　
是
な
り
。
遊
を
践
む
と
は
、
禮
樂
の
事
を
學
ぶ
を
謂
ふ

な
り
。
善
人
は
質
美
に
し
て
、
未
だ
學
ば
ざ
る
も
の
な
り
。
故
に
必
ず
禮
樂

に
進
み
で
、
乃
ち
室
に
入
る
べ
し
。

　
『
漢
書
』
　
「
刑
法
志
」
に
、
　
「
孔
子
曰
く
、
　
『
如
し
王
者
有
ら
ば
、
必
ず
世

に
し
て
集
る
後
に
仁
た
り
。
善
人
は
國
を
爲
む
る
こ
と
百
年
に
し
て
、
以
て
残

に
勝
ち
殺
を
去
る
べ
し
』
と
（
子
路
篇
）
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
聖
王
　
衰
を
承

　
　
　
お
さ

け
鼠
を
接
め
て
起
こ
る
。
民
に
被
ぼ
す
に
徳
教
を
以
て
し
、
憂
じ
て
之
を
化
し
、

必
ず
世
に
し
て
理
る
後
に
仁
道
成
る
。
善
人
に
至
り
て
は
室
に
入
ら
ざ
る
も
、

然
れ
ど
も
猶
ほ
百
年
に
し
て
残
に
勝
ち
殺
を
去
る
」
と
。

　
「
志
」
の
此
の
言
に
披
れ
ば
、
善
人
を
以
て
諸
侯
を
指
し
て
言
ふ
。
上
篇

（
述
而
篇
）
に
、
　
「
聖
人
・
善
人
は
吾
　
未
だ
之
を
見
る
を
得
ず
」
と
言
ふ
。

彼
に
言
ふ
善
人
の
義
も
亦
た
同
じ
き
な
り
。

　
王
者
は
徳
教
を
以
て
民
を
化
し
、
禮
を
制
し
樂
を
作
り
、
功
は
太
平
を
致
す
。

善
人
の
如
き
は
邦
を
爲
む
る
こ
と
百
年
に
し
て
、
価
ほ
禮
樂
の
事
を
興
す
能
は

ず
。
故
に
僅
か
に
残
に
勝
ち
殺
を
去
る
べ
し
。
仁
道
の
如
き
は
猶
ほ
未
だ
成
す

能
は
ず
。
所
謂
　
室
に
入
ら
ざ
る
な
り
。
漢
志
の
云
ふ
所
、
義
に
於
て
亦
た
通

ず
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん

　
『
（
経
典
）
旨
旨
』
に
、
　
「
遊
は
、
本
　
亦
た
跡
に
作
る
」
と
。
　
『
説
文
』

（
幾
部
）
に
、
　
「
述
は
歩
く
虜
な
り
。
蹟
は
或
ひ
は
足
・
責
に
從
ふ
。
速
は
箔

文
の
述
。
束
に
杁
ふ
」
と
。
並
び
に
跡
に
作
ら
ず
。
是
れ
跡
は
乃
ち
述
の
俗
な
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り
。

［
論
語
本
文
］
子
日
、
論
篤
是
與
、
君
子
者
乎
、
色
二
者
乎
。

［
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
］
論
の
篤
き
も
の
暴
れ
か
、
君
子
者
か
、
色
荘
な
る
者
か
。

［
注
］

論
の
篤
き
も
の
と
は
、
口
に
言
を
澤
ぶ
無
き
を
謂
ふ
。
君
子
者
と
は
、

身
に
鄙
行
無
き
を
謂
ふ
。
色
麗
な
る
者
と
は
、
悪
ま
ず
し
て
嚴
に
、
以

て
小
人
を
遠
ざ
く
る
な
り
（
＊
）
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
此
の
三
者
は
皆
な

以
て
善
人
と
爲
す
べ
し
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
邪
（
昊
）
疏
に
云
ふ
、
　
「
此
れ
亦
た
善
人
の
道
な
り
。

故
に
同
に
一
章
と
爲
す
。
當
に
是
れ
時
を
異
に
す
る
の
語
な
る
べ
し
。
故
に
別

に
『
子
曰
く
』
と
言
ふ
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
夫
子
　
善
人
は
之
を
見
る
を
得
ず
と
言
ふ
（
述
而
篇
）
。
此
に

及
び
て
、
言
ひ
て
善
人
に
及
び
、
見
る
所
の
論
篤
、
君
子
、
色
荘
の
三
者
を
畢

げ
て
以
て
之
に
當
つ
。
蓋
し
此
の
三
者
は
皆
な
之
を
善
人
と
謂
ふ
べ
し
。
然
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ず
か
　
　
　
　
　
　
ぺ

ど
も
是
に
似
て
非
な
る
者
、
其
の
間
に
與
る
有
る
容
し
。
故
に
但
だ
疑
僻
を
爲

す
の
み
。
或
は
「
與
」
と
言
ひ
、
或
は
「
乎
」
と
言
ふ
は
、
文
法
の
愛
な
り
。

注
「
論
篤
」
よ
り
「
善
人
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
退
く
、
　
「
口
に
言
を
澤
ぶ
無
く
」
、

『
孝
経
』
の
文
を
約
す
る
な
り
（
＊
）
。
　
「
澤
」
は

彼
に
「
専
行
」
に
作
る
は
、
敗
行
無
き
を
謂
ふ
な
り

「
身
に
准
行
無
し
」
と
は
、

「
鐸
」
と
同
じ
。
敗
な
り
。

（
＊
）
。

＊
孔
古
塁
注
「
少
能
創
業
」
の
句
、
四
部
叢
刊
所
収
の
日
本
正
平
刊
本
は
じ
め

　
「
多
少
能
創
業
」
に
作
る
本
あ
り
。

＊
『
易
』
　
「
遜
」
に
「
君
子
以
遠
小
人
、
不
悪
而
嚴
」
と
あ
る
。

＊
『
孝
纒
』
　
「
卿
大
夫
章
」
に
「
口
無
至
言
、
未
無
揮
行
」
と
あ
る
。

＊
「
揮
」
　
「
鐸
」
と
も
に
「
敗
」
と
す
る
説
は
、
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
　
「
揮

　
言
」
に
も
み
え
る
。


